
地域包括ケアの理念と目指す姿について

地域包括ケア推進指導者養成研修



１．高齢者の現状等

1



2
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

0

5

10

15

20

25

30

人口（万人） （％）

75歳以上高齢者の増大
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65～74歳人口の割合

75歳以上人口の割合

人口ピーク（2004年）
12,779万人

12,777

1,476

1,270

8,302

1,729

11.6%
(2007)

11,522

1,401

2,266

6,740

1,115

19.7%

8,993

1,260

2,387

4,595

752

14.0%

26.5%

【出典】 2005年までは総務省統計局「国勢調査」、2007年は総務省統計局「推計人口（年報）」、2010年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年１2月推計）中位推計」

平成18年推計値
（日本の将来人口推計）

実績値
（国勢調査等）

9.9%
(2007)

12.2%



都道府県別の高齢者（65歳以上）人口の推移

2005年時点の

高齢者人口（万人）

2015年時点の

高齢者人口（万人）
増加数 増加率 順位

埼玉県 116 179 63 +55% １

千葉県 106 160 53 +50% ２

神奈川県 149 218 70 +47% ３

愛知県 125 177 52 +42% ４

大阪府 165 232 68 +41% ５

（東京都） 233 316 83 +36% （７）

岩手県 34 39 5 +15% ４３

島根県 20 22 2 +11% ４４

秋田県 31 34 4 +11% ４５

山形県 31 34 3 +10% ４６

鹿児島県 44 48 4 +10 ４７

全国 2,576 3,378 802 +31%

｢日本の都道府県別将来推計人口（平成19年5月推計）について｣（国立社会保障・人口問題研究所）

今後急速に高齢化が進む都市部都市部における急速な高齢化

○ 今後、都市部において高齢者人口が増加することが予想されている。



2005年 2010年 2015年 2020年 2025年

一般世帯 4,906 万世帯 5,028 5,060 5,044 4,983

世帯主が65歳以上 1,355 万世帯 1,568 1,803 1,899 1,901

単独

（比率）

386万世帯

28.5%

466

29.7%

562

31.2%

631

33.2%

673

35.4%

夫婦のみ

（比率）

465万世帯

34.3%

534

34.0%

599

33.2%

614

32.3%

594

31.2%

単身＋夫婦のみ 62.8% 63.7% 64.4% 65.5% 66.6%

（注）比率は、世帯主が65歳以上の世帯に占める割合 出典：国立社会保障・人口問題研究所｢日本の世帯数の将来推計－平成20年3月推計－｣

（万世帯）

２．高齢者の世帯形態の将来推計

69.0%

64.3%

60.0%

57.1%

54.3%

48.4%
45.0%

44.1%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

昭和５５年 昭和６１年 平成元年 平成４年 平成７年 平成１３年 平成１７年 平成２０年

１．６５歳以上の者とその子の同居率

【出典】国民生活基礎調査（厚生労働省）



○ 2005年から2025年にかけて、生産年齢(15～64歳)人口は約16％減少し、労働力人口も約５～

12％程度減少すると見込まれる。一方、介護職員数は倍増すると見込まれる。

○ この結果、労働力人口に占める介護職員の割合は、2005年から2025年にかけて倍以上になると

見込まれる。

【出典】 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成18(2006)年12月推計)」、

雇用政策研究会「労働力人口の見通し(平成19年12月)」、社会保障国民会議「医療・

介護費用のシミュレーション」、総務省「労働力調査」、「国勢調査」、厚生労働省

「介護サービス施設・事業所調査」

注) 2025年の生産年齢人口は出生中位(死亡中位)推計の値。労働力人口は2017年から2030年

の「労働市場への参加が進んだケース」と「進まないケース」が平均的に減少すると仮定して

試算したもの。2025年の介護職員数は社会保障国民会議のＡシナリオ、B2及びB3シナリオ

の値。
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2005年 2025年

介護職員数 112.5万人 212～255万人

労働力人口 6,650万人 5,820～6,320万人

割合 1.7％ 3.4～4.4％

労働力人口に占める介護職員の割合

介護の担い手と介護職員の見通し



住生活基本計画

高齢者居住安定確保計画

（事業計画）地域住宅計画
（実現手段）地域住宅交付金

（事業計画）公的介護施設等の市町村整備計画
（実現手段）地域介護・福祉空間整備等交付金

介護保険制度
連携

①高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標
イ．高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進
ロ．高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化
ハ．高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進
ニ．高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設の整備の促進
ホ．高齢者居宅生活支援体制の確保

②その他高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項

住宅政策と高齢者福祉政策が連携して、高齢者の居住の安定の確保に関する
目標を定め、施策を推進

～高齢者が安心して暮らし続けることができる住まいの整備に向けて～

住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画

①住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標・施策

②住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画
的に推進するために必要な事項

目標
１．良質な住宅ストックの形成及び将来世代への継承
２．良好な居住環境の形成
３．多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備
４．住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保

老人福祉計画※

介護保険事業支援計画※

老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画

①老人ホームの必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の
目標・措置

②老人福祉事業の供給体制の確保に関し必要な事項

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画

①介護給付等サービスの量の見込み

②介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を支援するため
に都道府県が必要と認める事項

※目標４．のうち高齢者の住宅の部分について具体的に計画

※両計画は一体として策定

高齢者居住安定確保計画は、老人福祉計画・介護保険事業支援計画と調和を図りつつ、住生活基本計画を踏まえ、高齢者住宅に係る施策を具体
的に計画します。住生活基本計画（H18からの10年計画）、老人福祉計画等（H21からの３年計画）を踏まえ、モデル的な計画期間を６年とします。

等

等

高齢者居住安定確保計画の概要



99,309 

319,052 

422,703 

66,239 
88,059 

208,827 

138,431 

32,634 
29,766 

高齢者向けの住宅と施設のストックの現状

計 1,428,005

シルバーハウジング

高齢者専用賃貸住宅

高齢者向け
優良賃貸住宅

認知症高齢者
グループホーム

有料老人ホーム

軽費老人ホーム

養護老人ホーム

老人保健施設

特別養護老人ホーム

介護療養型医療施設

22,985  (H21.3)
(H21.3)

(H21.3)

(H20.10)

(H21.7)

(H20.10)

(H20.10)

(H20.10)

(H20.10)

(H20.10)

高齢者向け住宅

85,385戸

その他の施設・
居住系サービス

501,556人

介護保険３施設

841,064人

7

介護保険３施設、
その他の施設･居住
系サービスに比べ、
高齢者向け住宅の
数が少ない。

※ 第28回部会資料（再掲）



全高齢者における介護施設・高齢者住宅等の定員数の割合（２００８）

介護保険３施設等

「特別な住居」
（6.0％）

プライエム等
（1.3％）

プライエボーリ・エルダボーリ等
（7.4％）

シェルタードハウジング
（7.2％）

ケアホーム
（3.2％）

ナーシング・ホーム等
（4.1％）

アシステッド
リビング等
（2.4％）

※２ （3.5％）

※１
（1.5％） 5.0％

6.0％

8.7％

10.4％

6.5％

日本

スウェーデン※４

デンマーク※５

英国※６

米国※７

※１ シルバーハウジング、高齢者向け優良賃貸住宅及び高齢者専用賃貸住宅、有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
※２ 介護保険３施設及びグループホーム

※３ シルバーハウジング、高齢者向け優良賃貸住宅、有料老人ホーム及び軽費老人ホーム（軽費老人ホームは２００４年）
※４ Statiska Centralbyrån, “Statistisk Årsbok för Sverige 2010”
※５ Danmarks Statistik , “StatBank Denmark”
※６ Laing and Buisson, ”Care of Elderly People UK Market Survey 2009” 及びAge Concern, ”Older people in the United Kingdom February 2010“から推計
※７Administration on Aging U.S. Department of Health and Human Services, "A Profile of Older Americans: 2009"

※すべての高齢者施設・住宅は
１つの類型に統合された

各国の介護施設・高齢者住宅の状況

参考
（２００５）

（２００８）

介護保険３施設等

※２ （3.5％）

※３
（0.9％） 4.4％

※ 第28回部会資料（再掲、一部改変）



デンマークにおける高齢者施設・住宅整備の推移

プライエム（わが国の特別養護老人ホームに相当）を大規模化し、施設数も増加の一途を辿ったもの
の、待機者が常に存在し、財政負担は大きなものとなっていた。
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高齢者三原則 ○これまで暮らしてきた生活と断絶せず、継続性をもって暮らす（継続性）
○高齢者自身の自己決定を尊重し、周りはこれを支える（自己決定）
○今ある能力に着目して自立を支援する（残存能力の活性化）

1970年代

1982年

1988年 高齢者・障害者住宅法の成立 （高齢者住宅の整備、プライエム新規建設の凍結）

以後、プライエムを改修し、床面積が２倍程度の高齢者住宅へ転用する等の取り組みが進められている

出典 ： 医療経済研究機構 ２００７ 『諸外国における介護施設の機能分化等に関する調査報告書』

1981年 施設の問題について、居住機能とケア機能の分離の必要性を強調（高齢者政策委員会報告）

高齢者政策
委員会報告



介護保険を取り巻く課題

○都市部を中心とした高齢者人口の増加

・団塊の世代が2025年には75歳以上に到達。2025年には高齢者人口がピーク(約3500万人）を迎える。年
間死亡者数も急増(現在約100万人→2015年140万人、2025年160万人）。

・介護･医療双方のニーズの増加→医療との連携推進

・要介護(要支援)にならないための施策(予防やリハビリ)の重要性

○認知症高齢者の増加（現在：150万人→2025年：320万人）

・早期発見早期対応からケアまで地域での認知症ケア体制の推進

○高齢者一人暮らし･夫婦のみ世帯の増加(2025年には高齢世帯が約1900万世帯、うち単独･
夫婦のみ世帯が約7割）

・家族の介護力の低下、地域コミュニティの脆弱化→保険サービスのみならず、互助サービスの

推進･支援の必要性

・高齢者の住まいの確保

→医療＋介護＋見守り等生活支援サービス＋住まいが生活圏域で用意され、包括的・
継続的に提供出来るような地域での体制へ

○良質な介護従事者の確保(現在労働力人口の1.7%→2025年3.4～4.4%）

・介護サービスの質を高めるための介護従事者の処遇向上と人材確保



議論すべき論点

○ サービス体系のあり方（地域包括ケア体制の実現）

①医療サービス提供体制の強化（在宅療養支援診療所、訪問看護・リハ）

②２４時間対応の在宅サービスの充実（認知症サービス充実を含む。）

③様々な配食・見守りなど生活援助サービスの促進

④高齢者の住まいの確保及び施設の居住環境の向上

＋⑤介護職員の資質の向上と処遇改善

＋⑥自治体におけるニーズ把握とこれに基づく第５期事業計画の策定支援

○持続可能な制度の構築

①介護職員処遇改善交付金（約3,975億円）の影響

②介護拠点の緊急整備（約3,011億円）の影響

③高齢化（特に後期高齢者増）に伴う自然増

→ 平成２４年度介護報酬改定（診療報酬同時改定）での対応をどうするか。



２．今後の施策の方向性
（地域包括ケアシステムの構築）



【地域包括ケアの５つの視点による取組み】
地域包括ケアを実現するためには、次の５つの視点での取組みが包括的（利用者のニーズに応じた①～⑤の適切な組み合わせによるサービス提供）、
継続的（入院、退院、在宅復帰を通じて切れ目ないサービス提供）に行われることが必須。

①医療との連携強化
・２４時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションの充実強化。
②介護サービスの充実強化
・特養などの介護拠点の緊急整備（平成２１年度補正予算：３年間で１６万人分確保）
・２４時間対応の在宅サービスの強化
③予防の推進
・できる限り要介護状態とならないための予防の取組や自立支援型の介護の推進
④見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など
・一人暮らし、高齢夫婦のみ世帯の増加、認知症の増加を踏まえ、様々な生活支援（見守り、配食などの生活支援や財産管理などの権利擁護サービ
ス）サービスを推進。
⑤高齢期になっても住み続けることのできるバリアフリーの高齢者住まいの整備（国交省）
・高齢者専用賃貸住宅と生活支援拠点の一体的整備、・持ち家のバリアフリー化の推進

日常生活圏域
（30分でかけつけられる圏域）

地域包括ケアシステムについて



高齢者個別のニーズ及び地域の課題を把握

介護保険事業計画へ反映・介護保険事業計画策定委員会（日常生活圏域部会）

既存・新たなサービス（仕組み）や課題に応じた支援基盤等を構築
（地域包括支援ネットワークの構築）
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・訪問看護 等

医療系サービス
・法定後見
・任意後見
・地域市民後見人等
・生活保護 等

福祉・権利擁護

課題抽出・解決ネットワークへの地域住民等の参加推進

地域包括ケアの普及啓発
（地域力アップ）
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ト
ワ
ー
ク
へ
の
参
加

ネットワークを活用した
支援

地域包括支援センター（地域包括ケアのコーディネート）

ニーズの発見

センターへの
支援要請

地域ケア会議
チームケアの支援

他職種・他制度連結調整

地域包括ケアシステムの構築



Ｂエリア
日常生活圏域基盤の例

地域包括
支援センター

Ａエリア

Ｂエリア
人口４万人

高齢化率１６％
認定率１２．５％

※中高層住宅に高齢
化が進展し、一人暮ら
しも多い

※高齢者人口の将来
的な伸びは鈍化

Ｃエリア

圏域内高齢者数

将来増加者
サービス必要量（ニーズ）

多様サービスの整備による事
業運営とニーズ充足

高専賃（ＬＳＡ付き）＋複合サービス

小規模多機能

２４Ｈ訪問介護
通所介護
２４Ｈ訪問看護
２４Ｈ在宅療養診療所

グループホーム＋小規模多機能型

サービス供給量

通所介護

訪問介護

一般診療所

介護老人福祉施設

・○○市 人口２０万 高齢化率１５％ 認定率１３％
・面積（小型） 人口密度（高）

介護老人保健施設Ｄエリア

一般高齢者

要介護者等

通所介護

訪問介護

通所介護（認知）

特定施設

【出典】地域包括ケア研究会・会議資料

<参考>日常生活圏域サービス基盤のイメージ（都市部の例）



地域住民
自治会等

民生委員 ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ サービス事
業者

医療機関
医師会

その他
銀行
商店街等

Ａ地域包括支援
センター

Ｂ地域包括支援
センター

市役所介護保険
担当所管等

Ｃ地域包括支援
センター

連携

課題抽出
ネットワーク

課題解決
ネットワーク

訪問調査・通報・相談・見守り・地域活動支援ネットワーク

総合相談支援・発見・ニーズ調査※（地域課題の抽出）

地域ケア会議※
支援方針の決定、支援計画調整

ケアチーム編成、マネジメントのキーパーソン決定
地域ネットの進行管理等

介護保険課等
地域包括支援ｾﾝﾀｰ職員
ケアマネジャー事業者
障害福祉担当者・生活保護担当者
社協・ＤＶ相談員・消費生活相談員
保健ｾﾝﾀｰ・医師・施設担当者・後見人等

家族・民生委員

自治会ﾏﾝｼｮﾝ管理人
賃貸住宅管理会社
宅建主任・親族
・近隣住民
介護予防ｻﾎﾟｰﾀｰなど

サービス介入チーム
地域包括支援センター

医師・ケアマネージャー
サービス事業者・施設担当者

後見人・社協など

見守りチーム
近隣住民・民生委員・自治会

介護ｻﾎﾟｰﾀｰ・地域ボランティア
地区社協・商店街 等

課題整理等

・他職種

・他制度

・地域人材

上記の連結

課題解決

ネットワーク

（チームケア）

地域介入ネットワーク

地域包括支援センター等が主催

地域的レベル
・見守り声かけ
予防的レベル
・閉じこもり
・孤立・孤独
地域活動

個別的レベル

・困難ケース

・チーム対応

・専門職

・非専門職

教育された

地域住民

個別的レベル
・困難ケース
・チーム対応
・専門職
・研修等により
育成された
地域住民

軽度

重度

対応レベル

警察署

家庭裁判所

医療連携

地域包括ケアの連携フローについて



市役所 保健福祉部局 介護保険担当課
保険者（地域包括支援センター機能管理担当）

地域ケア会議（中央）

Ａ
地域包括支援センター

・マネージメントリーダー
主任介護支援専門員

・保健師（ケアマネ）
・社会福祉士（主任ケアマネ）
・主任介護支援専門員
・認知症担当（ケアマネ）

※地域ケア会議

Ｂ
地域包括支援センター

・マネージメントリーダー
看護師（ケアマネ）

・社会福祉士（ケアマネ）
・主任介護支援専門員
・介護支援専門員
・認知症担当（看護師）

※地域ケア会議

Ｃ
地域包括支援センター

・マネージメントリーダー
主任介護支援専門員

・看護師（ケアマネ）
・社会福祉士（ケアマネ）
・介護支援専門員（介福）
・認知症担当（看護師）

※地域ケア会議

Ｄ
地域包括支援センター

・マネージメントリーダー
主任介護支援専門員

・看護師（社福・ケアマネ）
・社会福祉士（ケアマネ）
・管理栄養士
・認知症担当（ケアマネ）

※地域ケア会議

医療

住まい

福祉・保健
権利擁護等

インフォーマルの
地域生活
支援サービス

住民に対する地域包括ケアマネジメントの提供

介護保険事業計画に地域包括支援センターの機能を明確に位置づけ

地域包括支援センターの事業運営体制（イメージ）
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医
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人的連携の視点（住まいの確保前提に）

医療・介護等連携

地域生活支援サービス 福祉・権利擁護 等

弁
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司
法
書
士

法
定
後
見
人

補
助
人

補
佐
人

ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー

民
生
委
員

日
常
生
活
支
援
員

商
工
会

社
協

生
協

Ｌ
Ｓ
Ａ
等

宅
建
主
任
等

認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー

Ｎ
Ｐ
Ｏ
メ
ン
バ
ー

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

自
治
会
会
員

そ
の
他
多
数



地域包括支援を行う際の基本姿勢

意識
○ 人権感覚
○ 倫理観
○ 責任感
○ 意欲

視点

○ ＡＤＬ・ＩＡＤＬの状態
○ 地域を基盤とするつながりの構築
○ 個別支援から地域支援へ
○ 人と社会のつながり

方法
○ 住民活動支援
○ ケアマネジメント
○ チームアプローチ

ステージ１

アセスメント実施段階

・個別アセスメント

個人の生活を支える視点を持つ

・地域アセスメント

地域の役割と資源を認識し個

々の人生の生活とその背景

にある地域との関連性を理解

・ニーズの把握

・接遇・洞察能力

支援を必要とする人の主訴

と専門性からの洞察

・合意形成能力

共感性をもった説明手法

ステージ2
プランニングから総合支援の実施段階

・カンファレンスコーディネート

能力

（会議の進行を通したケース調整・OJT
を効果的に行える）

・地域市民の介護・保健・福祉活動

を組織化する能力

・制度間調整能力

・高度な専門性で他制度を連結し

調整が図れる

（専門職と専門性の違いを理解）

スペシャリストとジェネラリスト

ステージ3
地域ニーズや社会資源の評価改善

開発を行う段階

・政策提言能力

・官民協働による社会資源開発

・仕組みつくり・地域ニーズ把握

から地域制度構築へ

・組織運営管理能力

・障害者自立支援法の相談支援事

業が行える能力

・特定保健指導のマネジメント指

導が行える能力

総合相談支援～マネジメント～アウトカムへ
地域の個別的・地域的な課題対応能力

地域包括支ケアを支える人材育成（Ａ市の例）

～スキルアップステージの明確化～

地域包括支援センター
職員に必要な働き



～第５期介護保険計画の記載内容等～



第５期介護保険事業計画策定に向けて

○ 第３期計画以降は、①急速な高齢化の進展（特に、独居高齢者、認知症の高齢者の増加等）、

②高齢者像と地域特性の多様化等、高齢者の保健医療福祉を取り巻く環境の変化等に適切に対

応し、高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域において継続して生活できるよ

う、介護、医療、生活支援サービス、住まいの４つを一体化して提供していく「地域包括ケア」の考

え方に基づき、取り組んでいただいているところであり、引き続き、第３期、第４期計画の延長線上

に位置づけられる第５期計画の取組に当たっては、第３期計画策定時に定めた平成２６年度まで

の目標達成に向けて継続的に取り組むことが必要。

○ この「地域包括ケア」とは、高齢者の生活を地域で支えるために、必ずしも介護保険の保険給

付だけでは十分ではないことから、まず高齢者のニーズに応じ、①住宅が提供されることを基本と

した上で、高齢者の生活上の安全・安心・健康を確保するために、②独居や夫婦二人暮らしの高

齢者世帯、或いは認知症の方がいる世帯に対する緊急通報システム、見回り、配食等 の介護保

険の給付対象でないサービス、③介護保険サービス、④予防サービス、⑤在宅の生活 の質を確

保する上で必要不可欠な医療保険サービスの５つを一体化して提供していくという考え方。

地域包括ケア（地域における住まい・介護・医療・福祉の一体的提供）の推進

（第５期計画の充実強化）



◆ 高齢者を取り巻く環境の変化等に適切に対応し、高齢者が地域で暮ら

し続けられる地域包括ケアを実現していくため、第５期計画では以下の事

項について、地域の実情を踏まえて記載することとする。

①認知症支援策の充実

（例：認知症者数やニーズの把握と対応、サポート体制の整備等）

②在宅医療の推進

（例：市町村における医療との連携の工夫等）

③高齢者に相応しい住まいの計画的な整備

（例：高齢者住まい計画との調和規定等）

④生活支援サービス（介護保険外サービス）

（例：見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保等）

計画の内容について



○ 第５期介護保険事業（支援）計画（以下「第５期計画」という。）の作成については、今

後、国が示す基本指針等を踏まえ、各市町村・都道府県において、高齢者の実態把握

や給付分析等の準備作業から、平成２３年度末頃の決定・公表に至るまでの間、様々

な作業を進めていただくこととなります。

○ 第５期計画の策定に当たっては、後述する日常生活圏域ニーズ調査の手法を活用し

て地域の高齢者のニーズを把握した上で、出来るだけ過不足の無い、より精緻なサービ

ス量等の見込みを行っていただき、それを賄うための適切な第１号保険料額の設定をお

願いしたいと考えています。

第５期介護保険事業（支援）計画の策定に当たっての留意点について



○ 介護保険事業計画の策定に際しては市町村介護保険事業計画策定委員会で御議論いただくこ

ととなりますが、地域包括ケアを念頭において、地域ごとの特性を加味して検討していくことも考

えられます。

○ 地域課題が分析され、介護保険事業計画策定委員会等で、それらの様々な課題に対応する各

種サービス基盤等が検討されていくこととなります。その検討プロセスにおいては、日常生活圏

域における検討の場として、地域包括支援センター運営協議会や地域密着型サービス運営協議

会等の機能を活用していくことも大切なことと考えられます。

第5期介護保険事業計画策定に向けた実施体制（例）



第５期介護保険事業計画策定体制の例
○ 日常生活圏域ごとのサービス整備を促進していくための手段として、市町村介護保険事業計画の策

定に当たって、日常生活圏域ごとに「日常生活圏域部会（仮称）」を設置し、日常生活圏域ニーズ調
査や給付分析等を通じて把握した地域の諸課題を踏まえて、サービスの整備方針を検討していくこと
が考えられる。

○ この「日常生活圏域部会（仮称）」に、既存の地域包括支援センター運営協議会・地域密着型サー
ビス運営委員会等の地域団体や地域住民が参加することにより、ニーズに即したサービス整備が図り
やすくなるものと考えられる。

地域包括支援
センター

運営協議会等 市町村介護保険事業計画策定委員会
日常生活圏域部会（仮称）

【各圏域に設置】
地域密着型
サービス

運営委員会等

市町村介護保険事業計画策定委員会

【市町村介護保険事業計画を策定】

都道府県介護保険事業支援計画

地域住民



市区町村年度・月 国都道府県

市町村への情報提供・説
明会、研修会等の実施

・ニーズ調査等の高齢者
実態調査の実施 等

・ニーズ調査手法の成案
・基本指針の骨格案の
提示

２２年度

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

２３年度

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

２４年４月

計画策定のための準備作業

サービス見込量の設定作業

サービス見込量・保険料の
仮設定

・ニーズ調査等の分析を
基に、サービス見込量
の設定作業

○ 計画策定作業等に関する国・都道府県の間での実務
的な情報提供・意見交換

事業計画を議会に報告
介護保険条例の改正

事業支援計画を議会に報告

都道府県との調整 市町村・国との調整

都道府県との調整
（都道府県ヒアリング）

基本指針告示

第５期介護保険事業計画スタート

基本指針改正（案）
の提示

市町村の策定作業
を支援

事業支援計画の策定
作業

ワークシートの配布

第５期介護保険事業計画の策定スケジュール（イメージ）

（注）あくまで現時点での予定であり、今後変更等があり得る。



～日常生活圏域ニーズ調査～



◆「地域包括ケアシステム」推進の前提として、地域やその地域に居住する

高齢者ごとの課題の的確な把握、具体的には、

①どこに、

②どのような支援を必要としている高齢者が、

③どの程度生活しておられるのか

を日常生活圏域ニーズ調査等により的確に把握し、より地域の実情に応

じた各サービスの目標整備量の設定等、介護拠点の計画的整備を進める

ことが重要。

◆ このため、今般日常生活圏域ニーズ調査の具体的な手法を国が示すこととした

もの。

※ これまで介護保険事業計画の策定に当たっては、基本指針に基づく高齢者実態調査としての

介護サービス利用意向アンケートや過去の給付分析などを踏まえてサービス見込量を定めてい

る例もあったと承知しているが、地域包括ケアを目指すのであれば日常生活圏域単位での多様

なニーズのより一層の的確な実態把握が必要との考え方。

日常生活圏域ニーズ調査の実施について



・被保険者対象
（一般・介護予防事業の対象者・要支援者・要介護者）

・ニーズ調査を郵送回収方式で実施

・未回収者への訪問調査（民生委員等の協力）回収

・データ入力・分析作業
・課題分析結果表作成
・個別リスク個人結果一覧作成（訪問・個人支援・地域支援に活用）

サービス必要量の決定
・介護保険事業計画策定作業

保険給付：地域支援事業の総量
積算等

○生活圏域ごとのサービス供給量（保険給付・地域支援事業）
○その他特別給付やインフォーマルサービス等 ○サービス供給方針の決定 保険料の算定へ

ニーズ調査項目

・世帯構成
・認知症関係
・所得レベル
・住まい関係
・予防・早期対応
（ADL・IADLの状況）
（生活支援と生活行為の向上）
（孤立者等の早期発見）

・疾病状況 等
※未回収訪問時の洞察・生活圏域の課題項目

・介護予防事業の対象者の把握・ニーズ量把握等

給付実績
等分析

日常生活圏域ニーズ調査による計画策定フロー（ごく粗いイメージ）

※上記は典型的なものであり、どこまで実施するかは個別保険者の判断による。



そ
の
地
域
の
課
題
を
抽
出
す
る
（
１
次
利
用
）

日常生活圏域ニーズ調査 標準的な調査項目・様式・分析ロジックは国が提示

調査内容の基本的な領域は、手段的自立度、知的能動性、社会
的役割等をベースとし、日常の暮らしぶりに関する各種情報から
多角的分析が可能となる調査設計を目指す。

生活課題等のある個人を

抽出する（２次利用）

日常生活圏域ニーズ調査の狙い

・ﾆｰｽﾞ調査の地域診断情報とこれまでの介護保険制度運営情報を駆使して、地域の
課題に対するサービス内容別の必要量と供給量の把握、サービス基盤整備の方針、
人材育成・地域マネジメントなどの制度運営 のポイントを整理して、住民に事態の
理解と協力を呼びかける。地域包括支援センター機能 → 第５期計画へ

地域包括支援センター

保険者の計画方針に基づく地域支援事業による自助・互助の啓

発、活動支援と誘導（閉じこもり弊害から活動性の向上へ）

（予防的個別ケアと見守り・声かけ活動などの地域ケアの展開）

地域ケア会議 運営協議会



○単なる介護保険料算定計画に止まらない「地域包括ケア」を念頭に置いた介護保険事業計画

○日常生活圏域ニーズ調査を用いて、高齢者や地域の課題把握から事始め

○地域包括支援センターの役割に「実態把握」、「介護予防事業対象者把握」があるが、これの

一括拡大版的な「高齢者実態調査＝日常生活圏域ニーズ調査」を実施。

○調査は手段であり、目的ではない。

何を何のために調査するのか。

→的確なアセスメントに基づく政策展開。現に潜在している課題、近い将来の課題、中長期

的な課題を、地域・個人レベルで明確化

○客観的な根拠に基づく行政の目標と段取りを明文化し、住民と一体となった地域づくりを展開

○究極の目的は、個人の支援・救済 → 自立支援、尊厳の保持

○地域ケア会議等の定例開催による的確なケースマネジメントと人材育成

○本庁（保険者）の主管課が制度の政策マネジメントの責任をもつ

地域包括支援センター従事職員の基本的理解として
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